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平成２９年度の入札・契約制度の改善について 

 

１ 建設工事に係る最低制限価格の設定方法の変更について 

  建設工事に係る最低制限価格の設定方法を、ダンピング受注防止の観点から、中央公共工

事契約制度連絡協議会の平成２８年３月の改正モデルに合わせる改正を行う。 

(1) 概要 

ア 現 行：最低制限価格＝直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.8＋ 

              一般管理費等×0.55 

イ 改正後：最低制限価格＝直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋ 

                一般管理費等×0.55 

※最低制限価格の範囲（予定価格の 7割から 9割まで）は従前どおり。 

(2) 実施時期 

平成２９年４月１日（同日以降に指名又は公告するものから実施） 

 

２ 主観数値の評価項目の追加について 

市内の建設業者の格付けは、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で評価する

経営事項審査の総合評定値（客観数値）に、本市が定める数値（主観数値）を加減した数値

で行っているが、今回、主観数値の評価項目に「神戸保護観察所に協力雇用主として登録し

た場合」を追加する。 

(1) 概要 

保護観察対象者等の雇用の促進を図るため、神戸保護観察所に協力雇用主として登録し

ていることを要件として５点を加算する。 

※協力雇用主とは、犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所

者等を，その事情を理解した上で雇用し，改善更生に協力する民間の事業主をいう。 

(2) 実施時期 

平成２９年４月１日（同日以降の申請を随時受付） 

(3) その他 
尼崎市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要綱の評価項目の改正についても併せて

行う。 
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３ 建設工事に係る予定価格の積算内訳の公表拡大について 

入札・契約手続の透明性・客観性を高めるため、建設工事における予定価格の積算内訳の

公表範囲を拡大する。 

(1) 概要 

ア 現 行 

○土木・建築工事  

予定価格の内訳 ⇒ 直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等 

イ 改正後 

○土木工事      [例]      ○建築工事    [例] 

工 事 区 分 ⇒ 道路改良一式    種   目 ⇒ 庁舎一式 

工   種 ⇒ 道路土工一式    科   目 ⇒ 鉄筋一式 

種   別 ⇒ 掘削工一式        中  科  目 ⇒ 躯体一式 

(2) 実施時期 

平成２９年１０月１日（同日以降に指名又は公告するものから実施） 

 

４ 建設工事における出来高による受注制限の廃止について 

平成２７年１０月から試行的に実施していた建設工事における出来高による受注制限の解

除について、試行期間中、特に支障なく、不調率が一定改善されたことから、当該受注制限

を廃止する。 

(1) 概要 

工事を受注している業者に対して出来高５０％（共同企業体の場合は３０％）を超えな

ければ次の入札に参加させない受注制限を廃止する。 

(2) 実施時期 

平成２９年１０月１日 

 

５ 業務委託に係る最低制限価格設定の対象範囲の拡大について 

業務内容について、より適正な履行や質の確保を図るため、自家用電気工作物保安管理業

務委託等と同様に、適正な基準で設計・積算を行った業務について、最低制限価格を設定す

る対象範囲を拡大する。 

(1) 概要 

ア 消防用設備等保守点検業務 

イ 剪定業務・樹木保護育成業務 

ウ 測量業務・調査業務     など 

(2) 実施時期 

平成２９年４月１日（同日以降に契約を締結するものから実施） 

以 上 


